
第１回 日 吉 津 村 議 会 定 例 会 会 議 録 （第４日）

令和６年３月２２日（金曜日）

議事日程（第４号）

令和６年３月２２日 午後１時３０分開議

日程第１ 陳情第１号 食糧自給率向上を政府の法的義務とすることを求める陳情書

日程第２ 議案第４号 日吉津村情報公開条例等の一部を改正する条例

日程第３ 議案第５号 日吉津村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例

日程第４ 議案第６号 日吉津村長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

日程第５ 議案第７号 日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改

正する条例

日程第６ 議案第８号 日吉津村長の給与の特例に関する条例を廃止する条例

日程第７ 議案第９号 令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予算（第７回）

日程第８ 議案第１０号 令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３回）

日程第９ 議案第１１号 令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

回）

日程第１０ 議案第１２号 令和５年度日吉津村下水道事業会計補正予算（第３回）

日程第１１ 発議第１号 議案第１３号令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計予算に対する修正動

議について

日程第１２ 議案第１３号 令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計予算

日程第１３ 議案第１４号 令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計予算

日程第１４ 議案第１５号 令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計予算

日程第１５ 議案第１６号 令和６年度日吉津村下水道事業会計予算

日程第１６ 議案第１７号 日吉津村防災行政無線機能強化工事変更請負契約について

日程第１７ 議案第１８号 日吉津村と鳥取県の間における個人情報の保護に関する法律に基づく合議

制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議について

日程第１８ 議案第１９号 日吉津村と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個人情報保護条例に
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基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議について

日程第１９ 議案第２０号 令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予算（第８回）

日程第２０ 議案第２１号 ひえづこども園保育室等整備工事請負契約について

日程第２１ 発議第２号 日吉津村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例について

日程第２２ 発委第１号 食糧自給率向上を政府の法的義務とすることを求める意見書について

日程第２３ 総務経済常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第２４ 教育民生常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第２５ 広報広聴常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第２６ 議会運営委員会の閉会中の継続調査について

本日の会議に付した事件

日程第１ 陳情第１号 食糧自給率向上を政府の法的義務とすることを求める陳情書

日程第２ 議案第４号 日吉津村情報公開条例等の一部を改正する条例

日程第３ 議案第５号 日吉津村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例

日程第４ 議案第６号 日吉津村長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

日程第５ 議案第７号 日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改

正する条例

日程第６ 議案第８号 日吉津村長の給与の特例に関する条例を廃止する条例

日程第７ 議案第９号 令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予算（第７回）

日程第８ 議案第１０号 令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３回）

日程第９ 議案第１１号 令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

回）

日程第１０ 議案第１２号 令和５年度日吉津村下水道事業会計補正予算（第３回）

日程第１１ 発議第１号 議案第１３号令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計予算に対する修正動

議について

日程第１２ 議案第１３号 令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計予算

日程第１３ 議案第１４号 令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計予算
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日程第１４ 議案第１５号 令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計予算

日程第１５ 議案第１６号 令和６年度日吉津村下水道事業会計予算

日程第１６ 議案第１７号 日吉津村防災行政無線機能強化工事変更請負契約について

日程第１７ 議案第１８号 日吉津村と鳥取県の間における個人情報の保護に関する法律に基づく合議

制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議について

日程第１８ 議案第１９号 日吉津村と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個人情報保護条例に

基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議について

日程第１９ 議案第２０号 令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予算（第８回）

日程第２０ 議案第２１号 ひえづこども園保育室等整備工事請負契約について

日程第２１ 発議第２号 日吉津村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例について

日程第２２ 発委第１号 食糧自給率向上を政府の法的義務とすることを求める意見書について

日程第２３ 総務経済常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第２４ 教育民生常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第２５ 広報広聴常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第２６ 議会運営委員会の閉会中の継続調査について

出席議員（１０名）

１番 斉 田 光 門 ２番 加 藤 修

３番 江 田 加 代 ４番 長谷川 康 弘

５番 前 田 昇 ６番 石 原 浩 明

７番 河 中 博 子 ８番 橋 井 満 義

９番 松 田 悦 郎 １０番 山 路 有

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 里 英 樹 書記 森 下 瞳
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説明のため出席した者の職氏名

村長 中 田 達 彦 総合政策課長 大 武 浩

住民課長 矢 野 孝 志 福祉保健課長 橋 田 和 久

建設産業課長 福 井 真 一 教育長 井 田 博 之

教育次長 横 田 威 開 会計管理者 景 山 美 穂

午後１時３０分開議

○議長（山路 有君） 皆さん、こんにちは。

ただいまから令和６年３月第１回定例会最終日、討論、採決を開催します。

議員各位におかれましては、会期２２日間、特にこのたびは令和６年度当初予算審査というこ

とで慎重審議いただきました。御苦労さまでした。

村の状況は皆さんも御存じのように、県内唯一、人口増加の村、また、王子製紙米子工場増設

工事開始、そして、懸案であった国道４３１号線沿いの進出企業の造成工事がいよいよ開始され

るところであります。活力ある村づくりに弾みをつける状況であります。しかしながら、環境問

題、ライフライン等、住民の皆さんからの指摘事項もあります。議会としても、皆さんの声に耳

を傾ける努力は惜しまないところであります。

それでは、議事に入ります。

ただいまの出席議員数は１０名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開き

ます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 陳情第１号

○議長（山路 有君） 日程第１、陳情第１号、食糧自給率向上を政府の法的義務とすることを

求める陳情書を議題とします。

本陳情については、本会議において総務経済常任委員会に審査を付託していますので、総務経

済常任委員長から審査経過と結果の報告を求めます。

橋井委員長。

○総務経済常任委員長（橋井 満義君） 総務経済常任委員長の橋井でございます。先ほど議長の

ほうからありましたとおり、去る３月１日、議会開会日におきまして、本総務経済常任委員会に

付託をされました、受理番号１、受理年月日、令和６年２月６日、事件名、食糧自給率向上を政
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府の法的義務とすることを求める陳情書。陳情書については、皆様、お手元に配付のとおりと思

います。陳情者、西伯郡南部町天萬１０５２－３、鳥取県農民運動連合会会長、雑賀敏之氏から

でございます。

本陳情の提出に伴い、本委員会は３月６日水曜日、午後１時３０分より議会委員会室において

審議を行ったものでございます。総務委員会委員、前田副委員長、加藤修委員、斉田光門委員、

山路有委員、そして私、委員長、橋井満義でございます。以上５名において、慎重審議をさせて

いただきました。

内容につきましては、陳情趣旨の概要を若干御説明させていただきたいと思います。本陳情は、

食糧自給率向上を政府の法的義務とすることを求める陳情でございます。本陳情につきましては、

今まで現行の基本法、食料自給率の向上を目指す計画でありますが、これについては自給率向上

を設定したものの単なる閣議決定で行われており、法的拘束力がない。そして、今後はこの基本

法の検討においては、政府が自給率向上の目標を定める基本計画を国会承認制として自給率向上

を政府の法的義務とすることを陳情項目で求めておられるものでございます。

本陳情に際しまして、各委員からの御意見を聴取いたしましたところ、これについては国会承

認とし、政府の法的義務を伴うものとするものであって、これまで閣議決定で法的拘束力がなか

ったものを改善をするということであります。これについては、この趣旨とされることはごもっ

ともであり、今後は政府としてもこれらをきちっとした対応を図るべきであるということで、賛

同を得たものであるという意見が、採択とすべき意見が２。そして、政府が行うべきなのはもっ

ともであるが、これについては努力義務として担うべきであるということで、趣旨採択とすべき

ものであるが１。そして、この陳情はあくまで政府において履行されるべき件であり、地方自治

体が政府の法的義務に関して介入する必要はないという意見で、採択すべきが２、趣旨採択すべ

きが１、不採択とすべきが１ということで、採決の結果、本陳情は採択すべきが２ということの

賛成多数で、本委員会は採択すべきであるということを御報告させていただきます。以上でござ

います。

○議長（山路 有君） 報告が終わりましたので、これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕
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○議長（山路 有君） 次に、賛成討論はありませんか。

江田議員。

○議員（３番 江田 加代君） ３番、江田です。

食糧自給率向上を政府の法的義務とすることを求める陳情。先ほど、委員長から採択すべしと

報告いただきました。私は……。

○議長（山路 有君） 江田議員、マスク取ってもらったほうがいい。

○議員（３番 江田 加代君） 私は、委員長報告に賛成の立場で討論いたします。

ＴＰＰなど農産物の輸入自由化が強行されて以降、飼料と食料は輸入割合が高く、日本の食料

自給率は３８％で、あと６割以上が外国に依存している状況になっています。今、世界的に干ば

つ等食料危機と言われていますが、今年の小麦の生産高を心配するテレビ報道もありました。今、

国民の大きな不安であるこの異常な低自給率については国民の命に関わることであり、自給率を

上げていく国の政策を消費者としても求めていかなければならないと私は考えています。

現在の基本法では、基本計画の中で食料自給率の目標を定めるとし、自給率目標はその向上を

図ることを旨として定めるとなっています。その文面で「向上」という文言は、農協が自給率向

上０００万署名を集め、農民連など国民の運動が後押しをして国会修正で盛り込まれたそうで

す。本来、平和なときに食料不足は発生しないとは思います。食料・農業・農村改定審議される

中で自給率向上が位置づけられるよう、意見書を上げていただきたく討論させていただきました。

御賛同よろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） ほかに討論はありませんか。

〔討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから採決を行います。この採決は起立によって行います。本陳情に対する委員長の報告は

採択であります。本陳情は、委員長の報告のとおり採択することに賛成の方の起立をお願いしま

す。

〔起立多数〕

○議長（山路 有君） 起立多数と認めます。したがって、陳情第１号は採択することに決定い

たしました。

・ ・

日程第２ 議案第４号

○議長（山路 有君） 日程第２、議案第４号、日吉津村情報公開条例等の一部を改正する条例
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を議題とします。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから議案第４号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり

決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 起立全員と認めます。したがって、議案第４号は原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第３ 議案第５号

○議長（山路 有君） 日程第３、議案第５号、日吉津村防災行政無線施設の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例を議題とします。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから議案第５号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり

決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 起立全員と認めます。したがって、議案第５号は原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第４ 議案第６号

○議長（山路 有君） 日程第４、議案第６号、日吉津村長の給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例を議題とします。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。
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〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから議案第６号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり

決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 起立全員と認めます。したがって、議案第６号は原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第５ 議案第７号

○議長（山路 有君） 日程第５、議案第７号、日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間

等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから議案第７号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり

決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 起立全員と認めます。したがって、議案第７号は原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第６ 議案第８号

○議長（山路 有君） 日程第６、議案第８号、日吉津村長の給与の特例に関する条例を廃止す

る条例を議題とします。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。
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〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから議案第８号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり

決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 起立全員と認めます。したがって、議案第８号は原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第７ 議案第９号

○議長（山路 有君） 日程第７、議案第９号、令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正

予算（第７回）を議題とします。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから議案第９号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとおり

決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立多数〕

○議長（山路 有君） 起立多数と認めます。したがって、議案第９号は原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第８ 議案第１０号

○議長（山路 有君） 日程第８、議案第１０号、令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保

険事業勘定特別会計補正予算（第３回）を議題とします。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。
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これから議案第１０号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 起立全員と認めます。したがって、議案第１０号は原案のとおり可決さ

れました。

・ ・

日程第９ 議案第１１号

○議長（山路 有君） 日程第９、議案第１１号、令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者

医療特別会計補正予算（第３回）を議題とします。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから議案第１１号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 起立全員と認めます。したがって、議案第１１号は原案のとおり可決さ

れました。

・ ・

日程第１０ 議案第１２号

○議長（山路 有君） 日程第１０、議案第１２号、令和５年度日吉津村下水道事業会計補正予

算（第３回）を議題とします。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから議案第１２号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。
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〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 起立全員と認めます。したがって、議案第１２号は原案のとおり可決さ

れました。

・ ・

日程第１１ 発議第１号

○議長（山路 有君） 日程第１１、発議第１号、議案第１３号令和６年度鳥取県西伯郡日吉津

村一般会計予算に対する修正動議についてを議題とします。

提案者の説明を求めます。

前田議員。

○議員（５番 前田 昇君） ５番、前田です。新年度の予算の審議の前に、別紙のとおり修正

動議を提出させていただきました。

発議第１号、令和６年３月２２日、日吉津村議会議長、山路有様。提出者、日吉津村議会議員、

前田昇。議案第１３号令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計予算に対する修正動議について。

上記の動議を地方自治法第１１５条の３及び日吉津村議会会議規則第１７条の規定により、別紙

修正案を添えて提出します。

理由について述べさせていただきます。新年度当初予算の第７款土木費、第３項都市計画費、

第２目公園費における契約書等作成法務支援委託料６５０万円につきましては、海浜運動公園

におきます官民連携手法の事前検討に係るコンサル料というふうに説明をされております。その

委託内容としましては、以前に検討されました指定管理者制度とか、あるいはＰａｒｋ－ＰＦＩ

という新しい手法などを本村で実施できるかどうか調査研究するとされております。この６５

０万円を削減をするという提案をしておりますが、その詳細については２枚目のほうに、別紙の

ほうに数字を、歳入、歳出と記載しておりますので、これはお読み取りいただけばというふうに

思います。

１枚目に戻りまして、理由を主に３点上げております。まず１点は、この委託料は村民が望む

海浜運動公園の具体案を作成するためのものではなくて、民間資本導入のための検討・事前準備

として実施される委託事業であります。つまり、公園の整備に係る検討のごく入り口に係る調査

費ということになります。そのための委託料は、先ほど述べましたように６５０万という誠に

多額な予算であります。

２つ目、検討の目玉の一つでありますＰａｒｋ－ＰＦＩは、近年大都市圏で行われてる手法で

ありまして、レストラン等を経営する民間事業者がその公園に参入をしまして、その収益を公園
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整備に還元することなどを条件に、行政のほうは都市計画法上の諸条件を緩和することなどを想

定しているものです。これまでのＰａｒｋ－ＰＦＩの実施地を見ましても、本村の地域環境にマ

ッチする手法とは私には思えないものであります。仮に、今回のコンサル料そのものに国庫支出

金が交付されたとしても、その後に続く公園の活性化計画や具体的な整備に向けては、さらに多

額の予算投下の継続につながるものではというふうに危惧をしております。

３つ目ですが、本村の海浜運動公園には、既にテニスコートやゲートボール場など数年間使用

できない状態に放置されている中で、村民からは日常的に利用できる公園、あるいは遊具のある

公園などを求める声が多々聞かれます。また、同じ海浜エリアにある旧うなばら荘の今後につい

ても具体的な方向性が見いだせない中で、改めて村民の声を集めつつ、言わば身の丈に合った海

浜運動公園の活性化を目指すべきであるというふうに考えております。

補足しますと、この間、村としましては、海浜エリアの活性化について、村民あるいは利用者

の方の意見を聞いて作成したというふうに説明を受けておりますが、その後に官公庁の事業等の

採択ともならず、あるいは先ほど述べましたように、うなばら荘も閉館状態になっております。

海浜エリアの活性化について発言をされたり検討をされた村民の方、委員の方は、このように現

在の多額のコンサル料を支出して民間資本の導入について検討するというふうなことを果たして

想定されていたのかということになりますと、そうではないんではないか。村民の憩いの場とし

ての海浜運動公園を一日も早く村民が利用しやすい場としてほしいという思いで、検討の御意見

をいろいろ言われたんだというふうに思います。

というふうな以上の観点で、村民憩いの場である海浜運動公園の活性化について、多額のコン

サル契約を行って民間資本の参入を模索し続けることは、結果として村民の声を反映した公園づ

くりにつながらないのではないかというふうに感じており、あまりに多額の委託料の予算につい

て、村民の代弁者であり村政執行のチェック機能を果たすべき我々議員としては、ここで賛成し

難いのではないかというふうに思っております。同僚の議員の皆さんには、当初予算の全体額か

ら見れば６５０万はそう多額とも言えないかもしれませんが、今後の日吉津村の、村民と共に

つくる日吉津村づくりという観点からいいまして、我々議員はここに強く問題提起をすべきだと

いうふうな考え方から修正動議の提案をさせていただきました。ぜひ議員の皆さんの御賛同をい

ただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上であります。

○議長（山路 有君） 説明が終わりましたので、これから修正案に対する質疑を行います。質

疑ありませんか。

〔質疑なし〕

－１２－



○議長（山路 有君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論は、修正案に対する反対、賛成の順に許します。

まず、反対討論はありませんか。

松田議員。

○議員（９番 松田 悦郎君） ９番、松田です。このたびの令和６年度一般会計予算に対する修

正動議に対して、反対討論をいたします。

令和元年度から始まった海浜運動公園指定管理者導入の計画は、紆余曲折しながら、今年行っ

たサウンディング調査で海浜運動公園事業化の方向性や新しい新規事業の内容など、実施に向け

て検討されております。さらに、令和６年４月以降に、直営方式か指定管理か、またはＰａｒｋ

－ＰＦＩの新しい管理方法にするのか、基本計画をつくり検討すると言われておりますが、ぜひ

ともＰａｒｋ－ＰＦＩができることを期待してます。

また、先日の予算審査委員会の中で、海浜運動公園魅力向上事業について、村長から委託費の

内訳について国庫金対応やＰＦＩ事業金対応など、予算６５０万円についての説明がありまし

た。内容は、導入の可能性、事業の作成及びモデルプランの作成、事業者の選定などを委託する

計画の説明でありました。このように、行政側として精いっぱい基本計画を作成されている中、

計画立案など行政側の立場を後押しすることが重要であるし、この修正動議によって事業が立ち

止まったら今まで多くの時間を費やしたことが無駄になります。

どちらにしましても、予算委員会の中では賛成多数で認定されたことを含めまして、この修正

動議に反対いたします。皆様方の御理解をお願いをして、討論を終わります。

○議長（山路 有君） 次に、修正案に対する賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ほかに討論はありませんか。

〔討論なし〕

○議長（山路 有君） 討論がないようですから、討論を終わります。

前田議員から提出された修正案について、起立により採決します。この修正案に賛成の方は起

立をお願いします。

〔起立少数〕

○議長（山路 有君） 起立少数です。したがって、前田議員から提出された修正案は否決され

ました。

・ ・
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日程第１２ 議案第１３号 から 日程第１５ 議案第１６号

○議長（山路 有君） お諮りします。日程第１２、議案第１３号から日程第１５、議案第１６

号までは本会議において予算審査特別委員会に審査を付託していますので、一括議題としたいと

思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山路 有君） 異議なしと認めます。したがって、日程第１２、議案第１３号、令和６

年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計予算、日程第１３、議案第１４号、令和６年度鳥取県西伯郡

日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計予算、日程第１４、議案第１５号、令和６年度鳥取県西

伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計予算、日程第１５、議案第１６号、令和６年度日吉津村下

水道事業会計予算、以上４件を一括議題とします。

ここで、予算審査特別委員長から審査経過と結果について報告を求めます。

河中予算審査特別委員長。

○予算審査特別委員長（河中 博子君） 予算審査特別委員長の河中です。令和６年度の予算審査

について報告いたします。

令和６年３月２２日、日吉津村議会議長、山路有様。予算審査特別委員会委員長、河中博子。

委員会審査報告書。本委員会に付託されました事件は、審査の結果、下記のとおり決定いたし

ましたので、会議規則第７７条の規定により報告いたします。議案第１３号、令和６年度鳥取県

西伯郡日吉津村一般会計予算ほか４議案につきましては、お手元に配付のとおりです。

主な項目について、これから審査の経過と内容について報告いたします。審査事件、議案第１

３号、令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計予算、議案第１４号、令和６年度鳥取県西伯郡

日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計予算、議案第１５号、令和６年度鳥取県西伯郡日吉津村

後期高齢者医療特別会計予算、議案第１６号、令和６年度日吉津村下水道事業会計予算、以上の

４議案です。

審査日時、令和６年３月１２日、１３日、１８日の３日間。審査場所、議会委員会室。委員の

構成は、議員１０名全員です。説明のために、小原総務課長ほか各課課長と業務担当２名、教育

委員会から井田教育長と次長の２名に事業概要の説明を受けました。

これより審査内容を申し上げます。令和６年度予算審査特別委員会審査報告書。一般会計、令

和６年度当初予算の一般会計歳入歳出総額は、それぞれ２７億１４９万０００円を計上。対

前年度比⒉３％の減で、５６５万円の減額予算となっています。

歳入の主なものは村税８億２５３万０００円で、対前年度６５２万０００円の減額で
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す。収入総額に村税が占める割合は３⒉２％となっています。村税の減額要因として、村民税の

個人所得は定額減税に伴うもので、法人所得は前年度実績に基づき前年度を下回る見込みによる

ものとなりました。地方交付税７億１０１万０００円、対前年度２４０万０００円、１

⒊８％の増を見込んでいます。収入総額に地方交付税の占める割合は２⒎４％となっています。

国庫支出金３億０１７万円は、対前年度７５６万０００円の増。その要因は、物価高騰対

応重点支援地方創生臨時交付金７１２万０００円、デジタル田園都市国家構想交付金５５

６万０００円の増が見込まれています。県支出金１億８７９万０００円、対前年度２３

５万円の増となりました。その要因は、特別医療費補助金４４４万０００円の増。鳥取県こど

も・子育て応援交付金８４万０００円の増が見込まれています。基金繰入金は１億９０９万

円、対前年度６２０万０００円の増です。夢はぐくむ村づくり基金が１５５万０００円、財

政調整基金繰入金が３２７万円の増となりました。村債は３３０万０００円、対前年度比２

億８８０万円の７⒐７％の減になってます。これは、緊急防災・減災事業債の減額によるもの

です。

歳出を申し上げます。対前年度比⒉３％の減で、主なものは、総務費５億１４１万０００

円、対前年度８０２万０００円の増。その要因として、業務用パソコンの更新に伴う経費の

増や人件費、消耗品費、通信運搬費等の経常経費が全体的に押し上げました。民生費１０億０

１０万０００円、対前年度１億５２７万円の増。物価高騰対応重点支援調整給付金や価格高

騰重点支援給付金、特別医療費助成の増額や人件費に係る増額が主な要因です。農林水産業費は

２９４万円、対前年度７９８万０００円の減。農地費のうち、土地改良事業借入償還補助金

の皆減や県営農村地域防災減災事業、市町村負担金の減が主な要因です。消防費は４０８万

０００円、対前年度２億２２０万０００円の減。防災行政無線機能強化工事２億４４０万

円の一部繰越しによる減額が主な要因です。教育費２億０３４万０００円は、対前年度５

８４万０００円の減。昨年度実施の小学校校舎及び体育館の大規模ＬＥＤ化工事の終了が主な

要因です。今年度の債務負担行為として、ふるさと読本制作アドバイス印刷業務を令和７年度に

１１０万円、日吉津村一般廃棄物収集運搬業務を令和７年から８年まで２９３万０００円を

計上しています。

本委員会は、審査の結果、賛成多数で原案可決となりました。

次に、国民健康保険事業勘定特別会計です。歳入歳出総額はそれぞれ３億９２４万円を計上、

対前年度３４８万０００円、⒍２％の増額予算です。

歳入の主なものは、保険税８３９万０００円、県支出金３億３３１万０００円、及び一
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般会計繰入金７４９万０００円です。

歳出の主なものは、保険給付費２億０３５万０００円、保健事業費３８０万０００円、

及び保険事業納付金０１５万円です。

被保険者数は６１１人、ちなみに前年度は６４５人でした。被保険者数６１１人で、社会保険

の加入条件緩和による減少を見込んでいます。なお、１人当たりの医療費は４１万４５５円で、

保険給付費は７３９万０００円の増を見込んでいます。

本委員会は、審査の結果、全会一致で原案可決となりました。

次に、後期高齢者医療特別会計です。歳入歳出総額はそれぞれ３１７万０００円を計上、

対前年度７２８万０００円、１３％の増です。

歳入の主なものは保険料２６７万０００円、一般会計繰入金０４６万０００円です。

歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金１８８万円です。７５歳を迎えますと他の保険か

ら後期高齢者医療制度に移行します。この制度は、県下自治体で構成する広域連合に村が保険料

の徴収を行い納付するものです。今後とも滞納がないよう留意していただきたいと思います。

本委員会は、審査の結果、賛成多数で原案可決となりました。

最後に、下水道事業会計です。公営企業会計により収益的収支及び資本的収支に分類されます。

収益的収入は１億０４９万円、主なものは下水道使用料７３２万円、他会計負担金として村

一般会計繰入金２４０万円などであります。

収益的支出は１億６３５万０００円で、主なものは下水処理場費４８６万円、減価償却

費７３５万０００円であります。

資本的収入は００１万０００円、対前年度１億２９８万０００円の減。主なものは受

益者負担金２４０万円、企業債４３０万円などです。

資本的支出は５４１万０００円で、対前年度１億７８４万０００円の減です。主なも

のは、移動式汚泥脱水車収納庫改修工事４４２万０００円や企業債の償還金１４９万００

０円などです。

なお、今年度から下水道使用料の減免が現行の６％から２％となります。

本委員会は、審査の結果、全会一致で原案可決となりました。

委員会審査の過程で、令和６年度予算の執行について委員から多くの意見がありましたので、

別紙のとおり附帯意見として添付いたします。予算執行におかれましては検討の上、事業執行に

努めていただきたいと思います。

附帯意見を申し上げます。
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総務課。海浜運動公園の芝生広場・多目的広場は有料施設となっているが、予約使用以外は無

料で使用できるので、村民に誤解を与えないよう看板を新設されたい。②予算書及び説明書につ

いては、村ホームページにも掲載されたい。

総合政策課。海浜運動公園の官民連携手法による事前検討委託料が高額である。具体的な内容

も分かりにくく、見直しを含め十分検討されたい。

福祉保健課。帯状疱疹のワクチン接種の有効性を周知するとともに一部助成制度を検討された

い。

住民課。男女共同参画の推進を早急に取り組まれたい。②環境施策については、環境の日実行

委員会や環境審議会などと連携しながら、積極的に取り組まれたい。

教育委員会。①中学生の人材育成交流事業・オーストラリア語学研修は、８名、７４０万円と

高額である。自費部分や選抜など、不公平感もある。中止を含め見直しをされたい。②小学校校

庭の芝生管理は、芝生化推進隊と教育委員会とでパートナーシップ協定を締結し、協働のモデル

とされたい。

以上が附帯意見です。

いずれの予算も村民の幸せを願っての予算ですので、しっかりと執行していただきたいと思い

ます。これで報告を終わります。

○議長（山路 有君） この際、委員長報告に対する質疑はないものとし、これから討論、採決

を行います。討論、採決は議案ごとに行います。

まず、議案第１３号に対する討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で議案第１３号に対する討論を終わります。

これから議案第１３号を採決します。本議案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、

委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立多数〕

○議長（山路 有君） 起立多数と認めます。したがって、議案第１３号は委員長報告のとおり

可決されました。

続いて、議案第１４号に対する討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕
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○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で議案第１４号に対する討論を終わります。

これから議案第１４号を採決します。本議案に対する委員長報告は原案可決です。本案は、委

員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 起立全員と認めます。したがって、議案第１４号は委員長報告のとおり

可決されました。

続いて、議案第１５号に対する討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） 続いて、賛成討論を行います。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で議案第１５号に対する討論を終わります。

これから議案第１５号を採決します。本議案に対する委員長報告は原案可決です。本案は、委

員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立多数〕

○議長（山路 有君） 起立多数と認めます。したがって、議案第１５号は委員長報告のとおり

可決されました。

続いて、議案第１６号に対する討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、議案第１６号に対する討論を終わります。

これから議案第１６号を採決します。本議案に対する委員長報告は原案可決です。本案は、委

員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 起立全員と認めます。したがって、議案第１６号は委員長報告のとおり

可決されました。

・ ・

日程第１６ 議案第１７号
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○議長（山路 有君） 日程第１６、議案第１７号、日吉津村防災行政無線機能強化工事変更請

負契約についてを議題とします。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから議案第１７号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 全員起立と認めます。したがって、議案第１７号は原案のとおり可決さ

れました。

・ ・

日程第１７ 議案第１８号

○議長（山路 有君） 日程第１７、議案第１８号、日吉津村と鳥取県の間における個人情報の

保護に関する法律に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議についてを

議題とします。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから議案第１８号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 起立全員と認めます。したがって、議案第１８号は原案のとおり可決さ

れました。

・ ・

日程第１８ 議案第１９号

○議長（山路 有君） 日程第１８、議案第１９号、日吉津村と鳥取県の間における情報公開条
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例及び議会個人情報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約を定める協議

についてを議題とします。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから議案第１９号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 起立全員と認めます。したがって、議案第１９号は原案のとおり可決さ

れました。

・ ・

日程第１９ 議案第２０号

○議長（山路 有君） 日程第１９、議案第２０号、令和５年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計

補正予算（第８回）を議題とします。

本議案は追加議案ですので、提案者から提案理由の説明を求めます。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま議題となりました議案第２０号、令和５年度鳥取県西伯郡日吉

津村一般会計補正予算（第８回）について、提案理由を御説明申し上げます。

歳出のうち２２１万０００円を移動し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２億５８

６万０００円とするものでございます。

４ページを御覧ください。第３款農林水産業費、第１項農業費、第５目農地費に２２１万０

００円を増額しております。これは、海川排水路において鳥取県が行う土地改良事業の工事費の

一部を村が負担しておりますが、本年度実施されました県営農村地域防災減災事業及び基幹水利

施設ストックマネジメント事業の村負担金の確定額が３月となりましたので、追加で計上させて

いただくものであります。第１１款諸支出金、第１項基金費、第１目財政調整基金費を２２１万

０００円の減額で調整しております。

以上、議案第２０号の提案理由の説明とさせていただきますので、よろしく御審議、御承認賜

りますようお願い申し上げます。
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○議長（山路 有君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。

前田議員。

○議員（５番 前田 昇君） ５番、前田です。この補正の県営の事業で村の負担が確定したと

いうことでありましたが、これは要するに工事全体額が増えたということなのか、あるいは県等

との負担割合が何かの理由で増えたのか、その辺りをもう少し説明をいただいたらと思います。

○議長（山路 有君） 福井建設産業課長。

○建設産業課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。

負担金が増えた理由ですが、事業費の増加でございます。県の行っております事業の事業費全

体が増えまして、事業を促進させていただき、事業効果の早期発揮を目指しておりまして、額が

確定したものでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（５番 前田 昇君） 概略でいいんですが、この事業の全体額が、元の当初の計画のい

わゆる請負額なのか、計画額があって、それが実際に増嵩になったということで村の負担分も増

えたというようなことなのかなと思うんですけど、その辺の数字がもし、概略でも結構ですので

分かったら教えていただきたいと思います。

○議長（山路 有君） 福井建設産業課長。

○建設産業課長（福井 真一君） 前田議員の御質問にお答えいたします。

全体額につきましてはちょっと資料を持っておりませんので、内容につきまして、これは県の

ほうが集中的に事業投資をしていただく関係で、当初予算で考えていた工事区間を、よりたくさ

ん事業を、工事のほうをしていただいたという結果でございます。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（５番 前田 昇君） 全体額が今、分からないということなんですが、後にでも、それ

は大ざっぱな数字でも示していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○議長（山路 有君） 福井建設産業課長。

○建設産業課長（福井 真一君） ちょうど今この事業の告示を行っております。全体計画の変更

というものでございまして、事業費の増額のちょうど告示中でございますので、下のほうに縦覧

しておりますので、また後で説明させていただきます。以上です。

○議長（山路 有君） ほかに質疑ありませんか。

〔質疑なし〕
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○議長（山路 有君） ないようですので、以上で質疑を終わります。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから議案第２０号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 起立全員と認めます。したがって、議案第２０号は原案のとおり可決さ

れました。

・ ・

日程第２０ 議案第２１号

○議長（山路 有君） 日程第２０、議案第２１号、ひえづこども園保育室等整備工事請負契約

についてを議題とします。

本議案は追加議案ですので、提案者から提案理由の説明を求めます。

中田村長。

○村長（中田 達彦君） ただいま議題となりました議案第２１号、ひえづこども園保育室等整備

工事請負契約についての提案理由を御説明申し上げます。

この議案は、日吉津村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定に基づき工事請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定によって

本議会の議決をお願いするものでございます。

本工事は、ひえづこども園における入園希望の園児が増えていることに対応し、保育室の増築

等の整備を実施するもので、３月１８日に１１社による指名競争入札を行い、落札業者と３月２

１日に仮契約を締結したところでございます。契約の目的は、ひえづこども園保育室等整備工事、

契約の方法は、指名競争入札、契約の金額は、税込みで２億６４０万円。契約の相手方は、株

式会社リンクス、代表取締役、池田幸仁氏であります。契約の工期は、日吉津村議会の議決日の

翌日から令和６年１２月２５日まででございます。

以上が議案第２１号の提案理由の説明とさせていただきますので、御審議、御承認賜りますよ

うお願い申し上げます。
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○議長（山路 有君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑は

ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから議案第２１号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は、原案のとお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（山路 有君） 起立全員と認めます。したがって、議案第２１号は原案のとおり可決さ

れました。

・ ・

日程第２１ 発議第２号

○議長（山路 有君） 日程第２１、発議第２号、日吉津村議会の議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

加藤議会運営委員長。

○議会運営委員長（加藤 修君） 議会運営委員長の加藤です。ただいま議題となりました発議

第２号、日吉津村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて提案理由を申し上げます。

日吉津村長並びに日吉津村教育委員会教育長に支給される期末手当に係る支給月数について、

年間⒊３０月から⒊４０月に１月分引き上げられるのに伴い、日吉津村議会の議員に支給され

る期末手当に係る支給月数についても、これに準じて年間⒊３０月から⒊４０月に１月分引き

上げるよう所要の改正を行うものであります。

また、鳥取県西部地区特別職報酬等審議会が本年１月１５日に出されました答申に伴い、村議

会の報酬の改定を行うものであります。議長０００円、副議長、各常任委員長、議員の報酬を

それぞれ１万０００円引き上げるものであります。
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以上、議員諸氏の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（山路 有君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから発議第２号に対する質疑

を行います。質疑はありませんか。

前田議員。

○議員（５番 前田 昇君） ５番、前田です。今回の議員報酬等の引上げにつきましては西部

の報酬審議会の答申に基づくということで、その第三者機関の検討の結果ですので私のほうも特

にそれに異論はございませんが、１つここで提案をいただきました議運の委員長にお伺いしたい

のは、やはり村民の方から見ますと、村議会議員の役割は大きいというふうに見られているとい

うふうに思いますが、その点について一言、我々議員が今後、目指すべき姿勢等について補足を

いただいたらと思いますが、いかがなもんでしょうか。

○議長（山路 有君） 加藤議運委員長。

○議会運営委員長（加藤 修君） これは西部地区の各自治体において答申どおり審議をすると

いうことで参っております。今後はこの報酬については各議会ごとに、まだこれでは足らないと

いう議会もありますし、もっと下げたほうがいいではないかという議会もあります。これは今後、

行財政特別委員会等で、日吉津村としては今後どういうふうな報酬の在り方がいいのか審議して

いったほうがいいと思いますし、その辺りは全議員で議論をしていきたいと思っております。以

上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（５番 前田 昇君） 重要な点の答弁いただきましたけども、今回の条例を改正すると

いうことは、基本的にはそれを踏まえてこのように改正するというふうに理解をしております。

そういった点で間違いないのかということと、それから、やはりとかく最近は議員の成り手不足

というようなことで、定数を減らしたらどうかということが他の町村等で散見されるわけですけ

ども、そういったことではなくて、我々１０名の議員が議会の改革等にどのように取り組むかと

いうことを、その辺を示して条例改正を願うということで思います。その２点について、いま一

度補足をいただいたらと思います。

○議長（山路 有君） 加藤議会運営委員長。

○議会運営委員長（加藤 修君） おっしゃるとおりでございます。東部のほうでは、報酬を答

申したところ否決されたというところがたくさん出ております。ただ、成り手不足について、こ

の報酬だけなのかというところも含めて、全体で考えたほうがいいんではないかと私は思います。

金額等についても、やはり議会改革においても、削減したほうがいいのか、上げて人数を減らし
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たがいいのか、いろんな手段があります。薄くすれば、要するに議員を増やして、その報酬を減

らして、その分というようなやり方もありますし、議員定数を下げて専門職にするというやり方

もありますし、様々な手法がありますので、そういったところも踏まえて今後、我が日吉津村と

しても取り組んでいきたいと思っております。以上です。

○議長（山路 有君） よろしいですか。

ほかに質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で質疑を終わります。

これから討論を行います。最初に、反対討論はありませんか。

江田議員。

○議員（３番 江田 加代君） ３番、江田です。先ほどの議会運営委員長の提案に対して、私は

反対の討論をさせていただきます。反対の理由については、２点あります。

まず、１点目ですけれども、この議員報酬を増額するというテーマは、住民から非常に批判の

多いテーマでもあります。住民に理解を得る機会を設けて、できていないと判断しましたので、

それが１点目です。

それから、２点目は、今、激しい物価高騰で住民生活は打撃を受けているところです。この物

価の動向を踏まえ、施行日のせめて先延ばしすべきと考えておりますが、このたびについては、

この時期での議員報酬の引上げには反対といたします。

御賛同よろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） 次に、賛成討論はありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で討論を終わります。

これから発議第２号を採決します。この採決は起立によって行います。本議案は、原案のとお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立多数〕

○議長（山路 有君） 起立多数と認めます。したがって、発議第２号は原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第２２ 発委第１号

○議長（山路 有君） 日程第２２、発委第１号、食糧自給率向上を政府の法的義務とすること
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を求める意見書についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

橋井総務経済常任委員長。

○総務経済常任委員長（橋井 満義君） 総務経済常任委員長の橋井でございます。発委第１号、

本日、日程第１で陳情第１号を審査いたしまして、その結果、食糧自給率向上を政府の法的義務

とすることを求める意見書について提出をさせていただくものであります。

発委第１号、令和６年３月２２日、日吉津村議会議長、山路有様。提出者、総務経済常任委員

長、橋井満義。食糧自給率向上を政府の法的義務とすることを求める意見書について。以上の議

案を、別紙のとおり地方自治法第１０９条第７項及び会議規則第１４条第２項の規定により提出

をするものであります。

お手元に配付のとおり意見書を添付させております。内容を朗読させていただきます。

政府は２０２４年の通常国会で、食料・農業・農村基本法を見直し、新たな基本法を制定する

ことを目指している。日本のカロリー自給率３８％は、先進国の中でも最低であり、穀物自給率

２８％は、世界１８５か国中１２９位である。旧農業基本法以来、自給率は一貫して右肩下がり

に低下し続け、現行の食料・農業・農村基本法制定後、５次にわたる基本計画で食料自給率を引

き上げることとされてきたが、目標を達成したことは一度もない。これは、現行基本法は基本計

画で自給率向上を設定したものの、単なる閣議決定のため法的拘束力がないためである。食料輸

入がストップしても国民を飢えさせないこと、安定的に食料を確保することは、国の基本的な責

務である。今、世界的な食糧危機が進行し、食べたくても食べられない人々が増える中、食料自

給率向上を放棄して国民を飢餓に追い込むのでなく、新基本法では食糧自給率目標を定める基本

計画を国会承認制とし、計画の達成度の検証結果と必要な施策の見直しを国会に報告させるなど、

食料自給率向上を政府の法的義務とする必要があることから、以下の事項について政府に要求す

る。

１つ、新基本法制定に当たっては、食料自給率目標を定める基本計画を国会承認制とし、自給

率向上を政府の法的義務とする。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するものであります。令和６年３月２２

日、鳥取県西伯郡日吉津村議会。宛先は、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、衆議院議長、

参議院議長、以上宛てに送付したいと思います。

以上、よろしく御賛同いただきますようお願いをいたします。

○議長（山路 有君） 説明が終わりました。
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この際、質疑、討論はないものとし、これから採決を行います。

この採決は起立によって行います。原案のとおり意見書を提出することに賛成の方の起立を求

めます。

〔起立多数〕

○議長（山路 有君） 起立多数と認めます。したがって、発委第１号は原案のとおり意見書を

提出することに決定しました。

・ ・

日程第２３ 総務経済常任委員会の閉会中の継続調査について

○議長（山路 有君） 日程第２３、総務経済常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題と

いたします。

総務経済常任委員長から、所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付し

ました調査事項について、閉会中の継続調査の申出があります。

お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山路 有君） 異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決定しました。

・ ・

日程第２４ 教育民生常任委員会の閉会中の継続調査について

○議長（山路 有君） 日程第２４、教育民生常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題と

いたします。

教育民生常任委員長から、所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付し

ました調査事項について、閉会中の継続調査の申出があります。

お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山路 有君） 異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決定しました。

・ ・

日程第２５ 広報広聴常任委員会の閉会中の継続調査について

○議長（山路 有君） 日程第２５、広報広聴常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題と

いたします。
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広報広聴常任委員長から、所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付し

ました調査事項について、閉会中の継続調査の申出があります。

お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山路 有君） 異議なしと認めます。したがって、委員長からの申出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定いたしました。

・ ・

日程第２６ 議会運営委員会の閉会中の継続調査について

○議長（山路 有君） 日程第２６、議会運営委員会の閉会中の継続調査についてを議題といた

します。

議会運営委員長から、所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付しまし

た調査事項について、閉会中の継続調査の申出があります。

お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山路 有君） 異議なしと認めます。したがって、委員長からの申出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定いたしました。

・ ・

○議長（山路 有君） 以上で本定例会の会議に付議された議案は全て終了しました。

これをもって会議を閉じ、令和６年第１回日吉津村議会定例会を閉会いたします。

午後３時０２分閉会
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